
掲 示 第 １ ０ 号 

 

 

指定保税地域の追加指定等に関する公告 

 

 

関税法第３７条第５項の規定に基づき、大阪港港頭地区指定保税地域について、

下記のとおり追加指定を行ったので、関税法第３７条第４項の規定により公告する。 

 

令和２年３月１７日 

 

 

大阪税関長  中 山  峰 孝 

 

 

記 

 

１．指定保税地域の追加指定 

  

（土地の部） 

名 称 ： 夢洲東地区荷さばき地 

所在地 ： 大阪市此花区夢洲東１丁目２番１地先 

面 積 ： ２５，８２４．００平方メートル 

地 域 ： 大阪市此花区夢洲東１丁目にあるＣ１０岸壁の東端の地点から南西 

の方向へ引いた線上１，１００．００メートルの地点から、北西の方 

向へ引いた線上１６０．００メートルの地点を起点Ａ（以下「Ａ点」    

という。）とし、Ａ点から南西の方向へ引いた線上２５０．００メート

ルの地点（以下「Ｂ点」という。）、Ｂ点から南東の方向へ引いた線上

１０６．００メートルの地点（以下「Ｃ点」という。）、Ｃ点から北東

の方向へ引いた線上１８８．００メートルの地点（以下「Ｄ点」とい

う。）、Ｄ点から北の方向へ引いた線上２３．８５メートルの地点（以

下「Ｅ点」という。）、Ｅ点から北東の方向へ引いた線上４２．００メ

ートルの地点（以下「Ｆ点」という。）、及びＡ点とを順次結んだ線に

よって囲まれた土地２５，８２４．００平方メートル。 

 

２．追加指定年月日 令和２年４月１日 

 


